
令和４年度 第１回 静岡市多文化共生協議会

日時 令和４年７ 月15日（ 金） 19: 00～20: 30

場所 静岡市役所静岡庁舎８階 市長公室

次 第

１開会

２報告「静岡市多文化共生のまち推進条例」の制定について

３諮問「静岡市多文化共生推進計画」の策定について

４市長との意見交換

5 議事

（ １） 静岡市多文化共生推進計画の策定方針について

（ ２） 今後の予定等

6その他

７閉会

配付資料

・ 次第

・ 席次表

・ 委員名簿

・ 資料１ 静岡市多文化共生のまち推進条例

・ 資料２ 静岡市多文化共生のまち推進条例にもとづく

次期「 静岡市多文化共生推進計画」 の策定について

・ 資料３ 多文化共生のまち しずおかプラン

・ メモ用紙
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   静岡市多文化共生のまち推進条例 

 静岡市
しずおかし

には 世界
せかい

の いろいろな 所
ところ

から やってきて、ともに 生 活
せいかつ

している 人
ひと

たちが います。持
も

っている 文化
ぶんか

は ひとりひとり ちがいますが、みんな このまちで 

学
まな

び 働
はたら

き 暮
く

らしている 仲間
なかま

である 「静 岡 人
しずおかじん

」です。  

 私
わたし

たちは それぞれの 文化
ぶんか

を 大 切
たいせつ

に していきます。 私
わたし

たちは お互
たが

いに 助
たす

け合
あ

ったり 学
まな

び合
あ

ったり していきます。私
わたし

たちは みんなの ために ひとりひとりの 

個性
こせい

を 活
い

かしていきます。そして 誰
だれ

ひとり取
と

り残
のこ

さず みんなで 幸
しあわ

せに 生 活
せいかつ

で

きる まちを つくります。 

このため 私
わたし

たちは このまちの きまりを つくります。 

（目的） 

第１条 この条例は、多文化共生のまちの推進についての基本理念を定め、市、市民、事業者

等の責務を明らかにするとともに、これらにのっとり多文化共生のまちの推進に関する施策

の基本となる事項を定め、これを総合的かつ計画的に推進することにより、多文化共生のま

ちの実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）多文化共生のまち 全ての人が、互いの文化的な違いを尊重し、助け合い、学び合い、

一人ひとりの個性を活かして、共に行動するまちをいう。 

（２）市民 市内に居住し、通学し、若しくは通勤し、又は市内において事業を行い、若しく

は活動を行う個人をいう。 

（３）事業者 市内において事業を行う者をいう。 

（基本理念） 

第３条 多文化共生のまちの推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。 

（１）全ての人が、国籍、民族等により差別的扱いをされず、多様な文化又は生活習慣が尊重

されること。 

（２）市民が、地域、職場、学校、家庭等のあらゆる場面において、互いに助け合い、学び合

うことにより、誰もが安心できる社会を形成すること。 

（３）多様な文化又は生活習慣により培われた知識、経験等が活かされる社会を形成すること。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、多文化共生のまちの
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推進に関する施策を総合的に実施するものとする。 

２ 市は、多文化共生のまちの推進に関する施策を実施するに当たっては、国、県及び関係機

関と連携を図るものとする。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、多文化共生のまちの推進の重要性を理解し、市が実施

する多文化共生のまちの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（事業者等の責務） 

第６条 事業者及び自治会、町内会その他の団体は、基本理念にのっとり、事業活動又は地域

活動において多様な文化又は生活習慣を持つ市民が活動し、又は活躍することができる環境

の整備に努めるものとする。 

２ 事業者及び自治会、町内会その他の団体は、市が実施する多文化共生のまちの推進に関す

る施策に協力するよう努めるものとする。 

（生活環境の整備） 

第７条 市は、多様な文化又は生活習慣を持つ人が安心して生活できる環境を整備するため、

相談体制の充実、全ての人に配慮したやさしい日本語による情報提供その他必要な施策を講

ずるものとする。 

（教育の充実） 

第８条 市は、学校教育及び生涯学習において、多文化共生のまちの推進に資するよう、多様

な文化又は生活習慣の理解を促進するための施策を講ずるものとする。 

２ 市は、日本語教育を必要とする者が日常生活及び社会生活を円滑に営むための日本語教育

を充実する施策を講ずるものとする。 

（地域における交流促進） 

第９条 市は、多様な文化又は生活習慣を持つ市民相互の理解を深めることができるよう、地

域における交流の促進その他必要な施策を講ずるものとする。 

（担い手の育成） 

第10条 市は、多文化共生のまちの推進に関する市民活動の促進に資するため、その担い手の

育成その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（多文化共生推進計画） 

第11条 市長は、多文化共生のまちの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、

多文化共生推進計画（以下「計画」という。）を策定するものとする。 

２ 市長は、計画を策定し、又は変更するときは、あらかじめ次条に規定する静岡市多文化共
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生協議会に諮問しなければならない。 

３ 市長は、計画を策定し、又は変更しようとするときは、市民の意見を反映できるよう、必

要な措置を講じなければならない。 

４ 市長は、計画を策定し、又は変更したときは、これを公表するものとする。 

（静岡市多文化共生協議会） 

第12条 市は、多文化共生のまちの推進に関する施策の総合的な推進を図るため、静岡市多文

化共生協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第13条 協議会は、第11条第２項の規定による諮問に対し答申を行うほか、多文化共生のまち

の推進に関する施策及び重要事項について審議する。 

（組織） 

第14条 協議会は、委員14人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１）多文化共生に関し優れた識見を有する者 

（２）関係団体を代表する者 

（３）外国籍を有する者等であって、市内に１年以上連続して居住する者 

（４）日本国籍を有する市内に居住し、通学し、又は通勤する者 

３ 市長は、前項第４号に掲げる委員を委嘱するに当たっては、公募の方法によるよう努める

ものとする。 

（委員の任期） 

第15条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第16条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長は、協議会の会議の議長となる。 

４ 協議会に、会長の指名により、副会長を置く。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第17条 協議会の会議は、会長が招集する。 
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２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するとこ

ろによる。 

 （庶務） 

第18条 協議会の庶務は、観光交流文化局において処理する。 

（協議会の運営に関する委任） 

第19条 第12条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

協議会に諮って定める。 

（委任） 

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に静岡市附属機関設置条例（平成30年静岡市条例第17号）別表第

１の静岡市多文化共生協議会（以下「附属機関条例協議会」という。）の委員である者は、こ

の条例の施行の日に、協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当

該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第15条第１項の規定にかかわらず、同日にお

ける附属機関条例協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 



静岡市多文化共生のまち推進条例にもとづく

次期「静岡市多文化共生推進計画」の策定について

静岡市 観光交流文化局 国際交流課

多文化共生啓発講座

自治会と連携

防災セミナー

SAME、危機管理総室と連携

国際理解講座

こども園、学校等と連携

資料２第1回静岡市多文化共生協議会



１．多文化共生をとりまく現状把握・課題分析

統計情報
・外国人住民数（全体、国籍別、在留資格別、年代別）
・留学生数 ・児童生徒数 ・労働者数 など

社会情勢、統計情報、調査結果、現計画の進捗状況等を踏まえ、課題分析と解決策を検討

現計画の進捗状況

＜基本理念＞
異なる文化や価値観を認め合い、その違いを社会の豊かさと捉え、外国人と
日本人の住民双方が地域社会を担う対等なパートナーとしてともに暮らせる
「多文化共生のまちづくり」

＜施策の体系＞
ア ともに生きる「生活の安定につながる生活基盤の整備・充実」
基本目標１ 外国人住民へのわかりやすい情報伝達
基本目標２ 外国人住民の安定した生活基盤に資する行政サービスの充実
基本目標３ 外国人住民の命を守る危機管理

イ ともに学ぶ「多文化共生の意識が豊かな人材育成」
基本目標４ 外国人住民への学習支援
基本目標５ 外国人家庭への支援
基本目標６ 日本人住民への多文化共生の理解促進

ウ ともに創る「外国人住民の自主的参加と連携・協働による多様性の強み
を活かした地域づくり」
基本目標７ 外国人住民の地域への参加と行政への参画の促進
基本目標８ 外国人住民を支える関係機関等との連携
基本目標９ 国際交流協会の機能充実
基本目標10 外国人住民の社会貢献活動への支援

静岡市多文化共生推進計画
「多文化共生のまち しずおかプラン」

（計画期間： H27～R4）

調査結果
・外国人住民実態調査（R2）
・市民意識調査（日本人対象）(R3）
・ヒアリング調査（R2-3）
（大学･日本語学校･企業･自治会）

など

社会情勢
・入管法の改正（H26高度専門職の創設、H30特定技能の創設）
・国「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」
・ヘイトスピーチ解消法（H28）、日本語教育推進法（R1)
・国「地方における多文化共生推進プラン」改訂

地方自治体の多文化共生推進計画の見直し･実施
日本語教育推進施策の策定･実施



２．静岡市多文化共生のまち推進条例

外国人･日本人の二分化意識から脱却、多様な市民による社会的包摂とまちの活性化を図る

令和４年７月12日施行



２．静岡市多文化共生のまち推進条例 令和４年７月12日施行

多文化共生のまち 全ての人が、互いの文化的違いを尊重し、助け合い、学び合い、
一人ひとりの個性を活かして、共に行動するまち

基本理念
１． すべての人が、国籍や民族等により差別的扱いをされず、平等に一人ひとりの人権が尊重されること。
２． 市民が、地域、職場、学校、家庭等のあらゆる場面で、互いに助け合い、学び合うことにより、

誰もが安心できる社会をつくること。
３． 多様な文化や生活習慣により培われた知識、経験等が活かされる社会をつくること。

市の責務
・基本理念にしたがって、多文化共生のまちの推進の取組を総合的に実施する。
・多文化共生のまちの推進の取組の実施は、国･県･関係機関との連携を図る。

生活環境の整備
多様な市民がともに安心して生活できる環境をつくるための
相談体制の充実、やさしい日本語での情報提供などの取組

教育の充実
学校教育、生涯学習での多様な文化や生活習慣の理解を進める取組
日常生活及び社会生活を円滑に営むための日本語教育を充実する取組

地域における交流促進 多様な市民相互の理解を深めるための地域における交流の促進などの取組

担い手の育成 教育や地域における交流の担い手を育成するための取組

施策の柱

４つの施策の柱にもとづく「多文化共生のまち」の実現に向けた具体的事業の立案
※条例パブコメ意見も参照



３．次期計画事業検討の主な視点（案）

２ 「交流」に重点を置く

現行計画の事業は、ゼロベースの見直し。 施策の柱ごとバックキャスティングによる
成果指標、活動指標を設定し、関係課長会議（庁内）･多文化共生協議会（庁外）で進捗管理

文化や生活習慣の異なる人と関わる機会

市民が望んでいる まちの暮らしやすさにも

多文化共生への関心も高まる

１ 「やさしい日本語」で情報提供する

日本語以外の母語の人が市民の６０人に１人

「やさしい日本語」なら、その8割に伝わる

特に市民向けの情報提供の見直し

横浜市ホームページ参照

３ 多文化共生の視点を盛り込む

多様な市民の個性を活かす 既存事業のアレンジ

助け合い、学び合いを進める



４．計画の構成案
第１章 計画の趣旨
１ 計画策定の趣旨
２ 計画の策定方法
３ 計画の位置付け
４ 計画の期間
５ 計画の進行管理

第２章 多文化共生を取り巻く状況
１ 静岡市における多文化共生
（１）外国人住民数

（全体、国籍別、在留資格別、年代別）

（２）留学生、児童生徒、労働者
（３）多文化共生の意識
２ 多文化共生を取り巻く社会情勢
（１）国の動き
（２）県の動き
（３）他都市の動き

第３章 計画の基本的な考え方
１ 多文化共生の必要性
２ 静岡市が目指す多文化共生のまち

（計画の目標）

第４章 施策の柱
１ 安心できる生活環境づくり
２ 教育の機会や場づくり
３ 地域における交流の場づくり
４ 多文化共生を支える担い手づくり
５ 評価指標一覧

第５章 主要事業

第６章 計画推進体制
１ 計画の進め方（推進体制）
２ 役割分担

第７章 静岡市日本語教育推進基本方針

第８章 参考資料

安心できる
生活環境づくり

（生活環境の
整備）

地域における
交流の場づくり

（地域における
交流促進）

教育の機会や
場づくり

（教育の充実）

多文化共生を支える担い手づくり（担い手の育成）
※上記３施策での市民協働･連携事業や研修 等

多言語・やさしい日本語での
情報提供の充実（文書、表示等）

相談や各種支援の充実
(ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞや在留資格別の支援）
・子育て ・就労
・医療･介護 ・福祉
・防災 ・自治会 等

生涯学習での多文化共生の推進

日本語教育の推進

多文化交流機会の創出
・外国文化体験･日本文化体験
（イベント、スポット）

・地域行事・祭りへの参画
・食やスポーツ交流
・留学生･技能実習生対象事業

等

学校教育での多文化共生の推進

各課の事業 と 活動指標（8年後）

各課の事業 と 活動指標（8年後）

各課の事業 と 活動指標（8年後）

各課の事業 と 活動指標（8年後）

各課の事業 と 活動指標（8年後）

各課の事業 と 活動指標（8年後）

各課の事業 と 活動指標（8年後）

各課の事業 と 活動指標（8年後）

各課の事業 と 活動指標（8年後）

各課の事業 と 活動指標（8年後）

各課の事業 と 活動指標（8年後）

各課の事業 と 活動指標（8年後）

各課の事業 と 活動指標（8年後）

各課の事業 と 活動指標（8年後）

各課の事業 と 活動指標（8年後）

各課の事業 と 活動指標（8年後）

各課の事業 と 活動指標（8年後）

各課の事業 と 活動指標（8年後）

多言語・やさしい日本語による
情報の一覧 と 活動指標（8年後） す

べ
て
の
人
が
互
い
の
文
化
的
ち
が
い
を
尊
重
し
、
助
け
合
い
、
学
び
合
い
、

一
人
ひ
と
り
の
個
性
を
活
か
し
て
、
と
も
に
行
動
す
る

多
文
化
共
生
の
ま
ち

＜めざす姿＞施策の柱・方針と成果指標 事業計画・活動指標



５．策定スケジュール

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

静岡市
多文化共生
協議会

関係各課

国際交流課

意思決定会議

★
関
係
課
長
会
議

★
関
係
課
長
会
議

★
重
要
政
策
検
討
会
議

★
経
営
会
議

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

登
載
事
業

全
庁
照
会

原
案
作
成

原
案
修
正

原
案
完
成

修
正
案
作
成

意
見
反
映

啓
発
リ
ー
フ
作
成

パブコメ
計画案
決定

計画
決定

・市
長
と
の
意
見
交
換

第
1
回

・計
画
の
骨
子
案
審
議

第
２
回

・答
申
案
審
議

・計
画
の
骨
子
案
審
議

第
３
回

・パ
ブ
コ
メ
結
果
を
報
告

第
４
回

◎
庁
内
ワ
ー
キ
ン
グ

◎
庁
内
ワ
ー
キ
ン
グ

R5～

関
係
課
長
会
議
で
進
捗
管
理

・
局
長
級
会
議
に
報
告

・
静
岡
市
多
文
化
共
生
協
議
会
で
審
議

・諮
問

・答
申

随時、書面で原案の確認をお願いします。



条例パブリックコメントから抜粋

生活環境の整備

・市民生活の基礎となる、自治会との連携が重要。

・自治会では、「防災」や「地域環境の保全」が共生を考えやすい。

・自然災害についての正しい知識や情報を伝える（防災訓練への参加、外国

人向けの講座）とともに、自助・共助を理解してもらう取り組みが必要。

・有事の際に、やさしい日本語や外国語による正確な情報提供ができる体

制をつくる。

・緊急通報の多言語化や多言語で対応できるコールセンターの整備。

・やさしい日本語やピクトグラムを使用した掲示物の作成。

・一元的に相談できる体制の整備。

・やさしい日本語では対応できない内容には、通訳を増やして対応する。



条例パブリックコメントから抜粋

教育の充実

・施策の柱の中で、特に「教育の充実」が重要だと思う。お互いの国の「違い」

を知ることで双方にとって住みやすい環境が築ける。

・日本人が道徳の授業や特別活動などで、多文化に触れる機会が増えてほ

しい。あわせて、外国人が日本のルールや日本語を学ぶ講座も重要である。

・外国人が日本語講座を積極的に気軽に受講できるサポート体制の整備。

・学生のころから外国人と日本人の交流の機会を増やすことで、受け入れる

心が作れる。

・日本語を学ぶにあたって、日本の文化や生活習慣、ルールを同時に学ぶこ

とで、理解がより深まる。大人ではなく、若い人材が活動することによって、

彼らの様々な壁は少なくなっていく。



条例パブリックコメントから抜粋

地域における交流促進

・外国人の子どもが日本人の子どもと交流できる機会があればよい。

・日本人に文化や習慣の違いを伝えることをすべき。特に、高齢者は昔から

の考えで差別しやすいと聞いたことがあるので、高齢者向けの何かをやって

ほしい。

・産学官連携を促進してほしい。産業界では人手不足の解消、大学等は知名

度の向上につながる。イベントやマルシェと兼ねるのはどうか。

・外国人と交流したいけれど、どうすればいいのか分からない日本人も多く

いる。そういう方に、どのように情報を周知するか。

・留学生との座談会、地域のお祭りでの交流

・わいわいワールドフェアを拡充し、他の市町にも参加してほしい。



条例パブリックコメントから抜粋

担い手の育成

・市民が先生として活躍できるような日本語教室などの開催を増やす。

ボランティア証明書を発行し、モチベーションが上がるようにする。

・町内会研修の充実やサークルへの参加を呼び掛ける。運営費等の補助に

よりスケールアップを図る。

・外国人住民の生活をサポートするボランティアが必要。

・外国人に対して、良い感情を持たない人がいることは、ある意味仕方がな

いこと。そこで、地区ごと生活を支えるための専門家を派遣して、外国人と

日本人住民の間に立って、コミュニケーションを図ることができるような

人材が必要。トラブルを避けることは絶対にできないので。















2022. 7. 15静岡市多文化共生協議会

市長との意見交換 メモ用紙

M EMO






